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午前９時５９分開会 

○かねだ正委員長 それでは、これより区民委員会

を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 初めに、私より記録署名員を御

指名いたします。 

  さの委員、野沢委員、よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 次に、異動管理職の紹介があり

ます。 

  地域のちから推進部長から、異動になった課長

級職員の紹介をお願いいたします。 

○地域のちから推進部長 おはようございます。私

から生涯学習支援室内の異動があった課長級職員

を紹介いたします。 

  江連嘉人地域文化課長です。スポーツ振興課長

を兼務いたします。 

  原田裕介スポーツ振興調整担当課長ですが、本

日は欠席とさせていただいております。なお、３

月１日より、職務に復帰し、スポーツ振興課長と

して業務に当たることになります。 

  以上で、私からの紹介は終わりとなります。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 次に、議案の審査に移ります。 

  初めに、第１５号議案 足立区特別区税条例の

一部を改正する条例、第１６号議案 足立区後期

高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、

以上２議案を一括議題といたします。 

  それでは執行機関、説明をよろしくお願いしま

す。 

○区民部長 それでは、私から第１５号議案 足立

区特別区税条例の一部を改正する条例及び第１６

号議案 足立区後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例を御説明いたします。 

  議案説明書、区民部編の２ページをお開きくだ

さい。 

  公示送達について、インターネットによる閲覧

等を可能とするため、地方税法等の一部が改正さ

れたことに伴い、足立区特別区税条例の一部を改

正するものでございます。 

  項番１の改正内容ですが、インターネットを通

じた公示通達、区役所窓口でのパソコン画面等に

よる閲覧、そして従来の区役所門前掲示場での掲

示を併用してまいります。 

  項番２の施行年月日は、令和８年６月３０日を

予定しております。 

  続きまして、５ページをお開きください。 

  第１６号議案 足立区後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例ですが、先ほど御説明

いたしました第１５号議案の公示送達の改正と同

様の内容となっております。 

  私からの説明は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いします。 

○かねだ正委員長 それでは、質疑はありませんで

しょうか。 

○横田ゆう委員 この条例の改正案の大本は、２０

２３年の６月のデジタル社会形成基本法の改正に

伴う条例の改正ということでよろしいのでしょう

か。 

○課税課長 そのデジタル基本改正法を受けて、地

方税法も改正されまして、その上で区税条例が改

正になるものでございます。 

○横田ゆう委員 このインターネットでの表示の方

法が問題だというふうに思っています。 

  個人が特定されたり、住所、住んでいる場所で

すとか、特定されたりということが、ちょっと恐

れがあるということで、他人に分かるような形で

表示されることは困りますけれども、名前と住所
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は表示されるのでしょうか。 

○課税課長 地方自治法の２０条の２項に、表示す

る内容に関しては、送達すべき省令を特定するた

めの必要な情報と送達を受けるべき者の氏名とい

うことで書いてありますので、住所を記載する予

定はございません。 

○横田ゆう委員 分かりました。住所は表示しない

ということではいいと思いますけれども、公示の

内容については、どれぐらい特定できるような表

示になるのでしょうか。 

  例えば豊島区なんかでは、課税課からのお知ら

せというような表現にするということです。それ

以上の踏み込んだ情報は公示しないというふうに

なっておりますけれども、足立区でもそういった

それ以上踏み込まない表示をしていただきたいと

いうふうに思いますが、どうでしょうか。 

○課税課長 他自治体の事例を参考にしながら、そ

の辺は表示方法を考えていきたいと思います。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

  他によろしいですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 それでは質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見をお願いします。 

○杉本ゆう委員 可決でお願いします。 

○さの智恵子委員 可決でお願いいたします。 

○横田ゆう委員 賛成です。 

○野沢てつや委員 賛成です。 

○かねだ正委員長 それでは、これより採決いたし

ます。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 御異議ないと認め、原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、第１７号議案 東京都後期高齢者医療広

域連合の規約変更についてを単独議題といたしま

す。 

  また、報告事項令和８、９年度後期高齢者医療

保険料率の改定についてが本議題と関連しており

ますので、併せて執行機関の説明を求めます。 

○区民部長 私からは、第１７号議案 東京都後期

高齢者医療広域連合の規約変更について及び報告

事項（２）令和８、９年度後期高齢者医療保険料

率の改定についてを御説明いたします。 

  まず、議案説明書区民部の７ページをお開きい

ただきたいと思います。 

  １番の規約変更の理由ですが、保険料軽減に係

る経費を各区市町村が一般財源から負担金として

支出することに伴い、令和６、７年度から令和８、

９年度に規約の支出期間を変更するものでござい

ます。 

  項番２の規約変更の内容でございますが、審査

支払い手数料相当額から、葬祭費相当額までの５

項目を一般財源から１００％支出するものとなり

ます。 

  次に、下段の軽減対策を実施すると仮定した場

合の当初予算額（案）の表を御覧いただきたいと

思いますが、令和８年度当初予算案では、全体と

して約５億５，０００万円余を計上しているとこ

でございます。 

  次に、３ページには、軽減対策実施の瑕疵によ

る保険料の比較を記載いたしました。規約変更時

期は令和８年４月１日を予定しております。 

  続きまして、区民委員会報告資料区民部編４ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

  令和８年１月２９日に東京都広域連合議会にお

いて、令和８、９年度の後期高齢者医療保険料率

の改定が可決されたので報告するものでございま

す。 

  項番１の令和８、９年度の保険料率ですが、表

の上段右側を御覧ください。１人当たり平均年間

で１２万７，４００円となり、令和６、７年度の

保険料と比較すると、表の右側になりますが、１

人当たり１万６，０４４円増となるものでござい
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ます。 

  項番２に、保険料率の主な設定条件を記載させ

ていただきました。 

  項番３でございます。保険料率改定に伴う主な

増加抑制及び軽減対策でございます。本来ならば

政令どおりこれを改正すると、１人当たりの平均

保険料は１４万３，４６２円となり、その前の保

険料と比べますと、約３万２，０００円ほどこれ

は増加するもの、これを特別対策及び基金等の活

用によって約４２３億円投入いたしました。これ

によって１人当たり１万６，０００円減となりま

して、その結果として１万６，０００円の増でと

どまったという内容でございます。 

  次の別紙１、７ページを御覧ください。 

  こちらは、それぞれの収入に対する増減額を表

したものでございますが、例えば、表の左側一番

上でございますが、１５３万円までの収入の方に

ついては表の右側の方に行っていただきますと、

増減額が１，１００円ということで、年間１，１

００円増加するというような表でございます。 

  ８ページを御覧ください。別紙２でございます。 

  こちらも、どれぐらいの方がこの収入に当たっ

ているかというパーセンテージを示しております

が、東京都内６２区市町村全体の数字でございま

すが、１５３万円までの年金収入の方というのは

５２．７％を占めていると、そういった内容の表

でございます。 

  私からの説明は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いします。 

○かねだ正委員長 それでは、質疑はありますでし

ょうか。 

○横田ゆう委員 今、規約の変更と同時に、保険料

率の改定についての報告がありました。 

  １人当たり１万６，０４４円の値上げになると

いうことで、物価高騰の折、容認できない金額だ

と思います。添付されている資料をお給料の年金

所得の表を見ますと、やはり年金１５３万円以下

の方が１，１００円の値上げ、これも生活にとっ

ては非常に大きいと思います。 

  それから、年金１７０万円から２００万円ぐら

いの中堅クラスの方ですね、これが１０％値上げ

ということで、全てのものが値上がりしている中

で、家賃なんかも値上がりしてる中で本当に厳し

いという声が上がっています。 

  広域連合の中では、どのような意見が上がって

いたでしょうか。 

○高齢医療・年金課長 抑制策を続けてきました。

一部の市町村からは、抑制策を、特別対策をそろ

そろ見直したいのだという声もありましたが、こ

の令和８、９年度については、何とか抑制策を続

けようということで、こういった金額になってお

りますので、全体としては、なるべく保険料が上

がらないような、そういった方向で考えていこう

というのは、主な流れだと思っています。 

○横田ゆう委員 やはり特別対策は、続けていって

いただきたいというふうに思います。しかし、そ

もそも高い保険料ということで、暮らしの実態を

見ていないような保険料というふうになっていま

す。 

  特に、今回子ども・子育て支援分ですとか、出

産育児支援金なども入って、大幅な値上げとなっ

ています。 

  この子ども・子育て支援金などは、本来保険料

に上乗せして国民から徴収するべきものではなく

て、国費から支出するべきものだというふうに思

いますが、どうでしょうか。 

○高齢医療・年金課長 これにつきましては、国の

法律で設定されておりますので、従うしかないか

なと考えておりますが、保険料自体は、医療費全

体の、例えば１００％だとすると、５割が公的機

関が支出し、４割が現役世代が負担していただい

ているという状況でございまして、高齢者は１割

負担ということで何とか抑えていただいておりま

すので、この点は御理解いただくしかないかなと
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考えております。 

○横田ゆう委員 やっぱり１円でも安くという区民

の願いがあって、本当に今生活が苦しいという実

態があるのですね。考え方として、やっぱり足立

区でも、子ども・子育て施策は一般財源から出し

ているわけですし、国に対してはしっかりと見直

すように言っていただきたいというふうに思いま

す。 

  本当に今、区民の皆さんが生活が厳しい状況に

置かれておりまして、足立食料品物価高騰支援給

付金を待ち望んでいる方から、いろいろと何度も

問合せがあるような状況です。 

  是非、国に対しても、高齢者の実態を見て、値

上げではなく、値下げをするように意見を上げて

いただきたいというふうに思います。 

○かねだ正委員長 御要望で。 

  他にありますでしょうか。 

○吉田こうじ委員 単純に質問なのですけれども、

この別紙の方の表の中で、１５３万円までの方が

５２．７％というふうになってるのですが、足立

区だとどのぐらいのパーセンテージになるのか、

分かる範囲で教えてください。 

○高齢医療・年金課長 概算でございますが、足立

区で計算しますと、約８割を超える方が一番安い

値段になってるということになってます。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

○吉田こうじ委員 はい。 

○かねだ正委員長 それでは、質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見お願いします。 

○杉本ゆう委員 可決でお願いします。 

○さの智恵子委員 可決でお願いいたします。 

○横田ゆう委員 保険料の値上げについては異議を

上げましたけれども、規約の変更については賛成

です。 

○野沢てつや委員 可決でお願いします。 

○かねだ正委員長 それでは、これより採決を行い

ます。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 御異議ないと認め、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、第１８号議案 足立区の特定事務を取り

扱う郵便局の指定についてを単独議題といたしま

す。 

  それでは、執行機関の説明を求めます。 

○区民部長 それでは、議案説明書区民部編１２ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

  第１８号議案 足立区の特定の事務を取り扱う

郵便局の指定についてでございます。 

  項番１の概要でございますが、マイナンバーカ

ード発行から５年後で電子証明書の更新が必要と

なっております。これを窓口混雑、区民の利便性

の向上のために、郵便局３局に委託をして、この

窓口を開くというものでございます。 

  法律の規定により、これは毎年度議会の議決で

指定というのが必要になりますので、今回御提案

させていただいたものでございます。 

  項番３でございますが、指定する郵便局につい

ては、足立郵便局、足立北、足立西郵便局３局で

ございます。 

  指定の期間は項番４のとおり、５、件数見込み

ですが、年間７，２００件を予定しております。 

  ７番、今後の方針ですが、区ホームページやあ

だち広報で広く周知して、マイナンバーコールセ

ンターについても御案内をさせていただきたいと

思います。 

  私からの説明は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○かねだ正委員長 それでは、質疑はありますか。 

○さの智恵子委員 こちらでございますが、この３

郵便局に指定ということで、窓口の混雑緩和とい

うことで区民の方の利便性にも寄与するものと思

っております。 
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  件数の見込みですが、年間７，２００件を想定

をなされておりますが、令和７年度４月から１２

月の９か月での実績が３，１８７件ということで

もございますが、この１月から伸びているという

ことで７，２００件にしたのか、ちょっとこの辺

の根拠についてお聞かせください。 

○戸籍住民課長 年間７，２００件は、毎日お越し

いただいたということでの想定をさせていただい

ております。 

  令和７年度実績は、想定より下回りました。や

はり１年目ということで、４月から８月までは１

００件程度というところが申し訳なかったところ

ですが、９月以降５００件以上となり、また、１

２月までの実績ですが、１、２、３月で上積みも

あるものと承知しております。 

  以上です。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  現在の受け取り状況でございますが、先日、友

人の方から、お子さんのものが至急欲しいのだけ

れども、今月は無理だったという、そういう状況

もございまして、改善に向けて全力で取り組まれ

ていることとは思いますが、改善に向けて、そし

てまたもう一つは、こちら本当に啓発が大変重要

かと思いますので、その辺何か取組について今後、

改善があれば教えてください。 

○戸籍住民課長 さの委員御質問は、マイナンバー

カードの方だと思いますが、マイナンバーカード

は、マイナ保険証の需要で、かなり申請数が起き

まして、１２月ぐらいからかなりの混み具合にな

って御迷惑をお掛けしております。今２か月ぐら

い掛かっておりますが、様々な手を取りまして、

受け取りまでの期間を短縮しようと、今、努めて

おります。 

  そして、電子証明書の更新の方は、これから医

療機関の方にポスターも貼ったりして、周知の方

を図っていきたいと思っております。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

○さの智恵子委員 はい。 

○吉田こうじ委員 こちらも単純に質問だけなので

すけれども、我が党の方で、代表質問で、前回こ

の薬局ですとか、医療の窓口に是非ポスターなり

チラシなりというお願いをしたところなので、今、

戸籍住民課長のお話で、これからそういうふうに

なさっていくという話があったのはすごくうれし

い限りです。 

  現状として、申請に関しての予約の状況は、今

どのぐらいなのかということと、郵便局３局でお

願いした場合に、それがどの程度に効果が見込め

るのかというのを教えていただきたいのです。 

○戸籍住民課長 電子証明書の更新につきましては、

区役所もそうですけれども、各区民事務所、それ

からイオンの方でも特設窓口をつくっておりまし

て、そういったことで、大体１週間程度で予約の

方は取れる状況でございます。また、日曜日開庁

は予約なしで受付しておりますので、そちらの件

数もかなりいただいております。 

  本議案の郵便局につきましては、７，２００件

と、令和７年度の電子証明書の更新が８万件と見

込んでおりましたので、大体１割に近い数字をや

っていただいてますので、かなりのインパクトだ

と思っております。令和８年度も同様ですので、

これを継続してまいりたいと考えております。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

○横田ゆう委員 このマイナンバーカードについて

は、法的には任意となっていると思いますが、ど

うでしょうか。 

○戸籍住民課長 横田委員御指摘のとおりでござい

ます。 

○横田ゆう委員 マイナンバーカードは、１０年前

に創設した当初から巨額の国費が使われています。

そして、マイナポイントにも総額１兆３，６８３

億円、更新などの経費に２０２５年度補正予算で

も約７００億円、２０２６年度当初予算案でも３，

０００億円を計上しています。 
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  今後も、この期限を迎えるマイナンバーカード

と電子証明書の更新のために、自治体の経費の増

大や国民の負担も懸念されています。トラブルも

続出して、コンビニで別人の住民票が交付された

り、マイナ保険証の一本化では、いまだに医療機

関で混乱をもたらしています。マイナンバーカー

ドの解除者も増えており、保有率は現在８１％に

とどまっていると思いますが、いかがでしょうか。 

○戸籍住民課長 確かに、この事務に関わる経費は

相当掛かってございますが、マイナンバーカード

の目的は、やはり社会の基盤のため、情報連携と

か、あとは様々な給付金のこととか、メリットの

方もございますので、任意ではございますが進め

てまいりたいと思います。また事故等の前例もご

ざいますが、再発しませんよう全国で気を付けて

まいります。 

  以上です。 

○横田ゆう委員 この取得率ということでは、８

１％ということになっておりますが、その点では

どうでしょうか。 

○戸籍住民課長 足立区におきましては、最近まで

は七十数％でございました。ここに来ましてマイ

ナ保険証作成しようという方が増えてると思いま

すが、年間でも二、三％ずつぐらい上がっていく

ような状況になっておりますので、任意とは言え

ますけれども、交付の方はしっかり頑張ってやっ

ていこうと思っております。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

○横田ゆう委員 はい。 

○野沢てつや委員 質問までなのですけれども、初

歩的なもので申し訳ありません。受付窓口、土日

やってるところというのはどちらになりますでし

ょうか。 

○戸籍住民課長 土日に関しましては、日曜日が休

日開庁日、区役所の基本第４日曜日、そちらにな

ってございます。 

○野沢てつや委員 となると、あれですか、そこの

月１回の第４開庁日以外は土日は受付してないよ

うな体制ということでよろしいでしょうか。 

○戸籍住民課長 紛らわしくて申し訳ありません。

マイナンバーカードですと、マイナンバーカード

交付センターで、土曜日、日曜日も現在は月４回

やってございます。電子証明の更新ですと、第４

日曜日基本の本庁舎のみとなってございます。 

○野沢てつや委員 電子署名の更新に関しても、や

はり土日できるような体制を構築してもいいので

はないかと思うのですけれども、その点の見解は

いかがでしょうか。 

○戸籍住民課長 現在、令和８年度は令和７年度と

同等の需要が見込まれてますので、このまま進め

させていただければと思いますが、そういった需

要もございますので、令和９年度は更に件数が、

伸びる想定をしております。令和９年度に向けて

は、検討の方もさせていただこうと思っておりま

す。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。やはり

勤労されてる方に関しましては、土日のニーズが

大きいと思いますので、是非前向きにお願いしま

す。これ要望です。 

  以上です。 

○かねだ正委員長 よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 それでは、質疑なしと認めます。 

  次に、各会派の意見をお願いします。 

○杉本ゆう委員 可決でお願いします。 

○さの智恵子委員 可決でお願いします。 

○横田ゆう委員 我が党は、任意であるマイナカー

ドを強制するべきではないという立場ですので、

反対です。 

○野沢てつや委員 可決でお願いします。 

○かねだ正委員長 それでは、これより採決を行い

ます。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 
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[賛成者挙手] 

○かねだ正委員長 挙手多数であります。よって、

原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

  以下の審査に直接に担当でない執行機関の退席

を認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇           

 

○かねだ正委員長 次に、陳情の審査に移ります。 

  ５受理番号２７ 選択的夫婦別姓制度法制化を

早期実現するよう国に意見書の提出を求める陳情、

７受理番号１ 選択的夫婦別姓制度の法制化を求

める意見書を国に提出するように求める陳情、以

上２件を一括議題といたします。 

  前回は凍結・継続であります。 

  本件については、引き続き凍結・継続といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 御異議ないと認め、凍結・継続

とすることに決定をいたしました。 

  次に、７受理番号１２ ２０２６年度の国民健

康保険料を値上げせず、負担を軽減することを求

める陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関、何か変化はありませんか。 

○国民健康保険課長 こちらなのですが、先週の２

月１９日に国民健康保険運営協議会が開かれまし

て、令和８年度国民健康保険料率等につきまして

御了承いただいたところでございます。 

○かねだ正委員長 それでは、質疑に移ります。 

  何か質疑はありますでしょうか。 

○横田ゆう委員 今、２月の１９日、国民健康保険

運営協議会があったという話をお聞きしましたけ

れども、具体的にどんな審査があったのでしょう

か。 

○国民健康保険課長 まず、一番大きな点は、来年

度の国民健康保険料という形になります。 

  具体に申し上げますと、今年度に比べまして来

年度は、７，８８７円の増というふうになります。 

○横田ゆう委員 分かりました。 

  前回報告された１万ちょっとの金額よりは、想

定された金額よりも下がったということなのだと

思いますけれども、やはり今の物価高騰の中では、

非常に厳しいということが言えるというふうに思

います。 

  引き続き、子ども・子育て支援金の徴収など問

題点が多々あるので、保険料を上げないようにと

いうことで、今後とも働きかけを是非お願いした

いというふうに思いますけれども、この陳情項目

の２番のところ、均等割の軽減は１８歳までとい

うことで、前回質疑したときに令和７年度からの

予定というふうにお聞きしましたが、その後、動

きはありましたでしょうか。 

○国民健康保険課長 こちらの今、横田委員おっし

ゃっていただいたところは、前回の質疑の中で、

私の方は令和９年度の４月というふうに国の動き

として、そういう動きということを申し上げたと

思いますので、ここについては国の動向をまた注

視していきたいと思っております。 

○横田ゆう委員 是非、令和９年度にはもう本当に

実現していただきたいというふうに思います。 

  それから、この陳情項目の３番目のところで、

条例減免の拡充を求めるものということでありま

したけれども、この条例減免で定められているこ

とは、一時的に生活が困難になって、一部徴収が

６か月減免されるというもので、理由が、この災

害ですとか事業の休廃止、失業、区長が認めたと

きという、こういったふうになっておりますけれ

ども、これ１年間でどれぐらいの方が利用されて

るのでしょうか。 

○国民健康保険課長 こちらについては、今年度ベ

ースで言いますと、１件ほどお認めしてると。昨
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年度も１件という形でございました。 

○横田ゆう委員 １件ですか。それは非常に少ない

です。前からこれ利用しにくい制度ということに

なっていたと思いますけれども、引き続きそうい

う状況なのだと思うのですね。やっぱりこれは、

必要なときに利用できる制度にしていかなければ

いけないというふうに思います。 

  コロナのときに、特例減免というのがあったと

思いますけれども、ふだんでも本当に困ったとき

には減免されるという、要件を厳しくしないで緩

和して、使いやすくしていく必要があると思いま

すけれども、どうでしょうか。 

○国民健康保険課長 こちらにつきましては、もと

もと国の方から、こういったやり方でお願いをし

てもらいたいという形で来ておるところもありま

すので、なかなか、なかなか独自にそこをという

のは難しい面もありますけれども、できるだけ区

民の方に寄り添った対応はしていきたいというふ

うに思っております。 

○横田ゆう委員 分かりました。是非お願いしたい

ということで、今寄り添ったということがありま

したけれども、運用についても、やはり柔軟に対

応していただきたいというふうに思います。 

  それから、陳情項目の４番について、国保の未

納者に資格確認書特別療養の方が６４７人いると

いうことで、前々回だったかの質疑の中で明らか

になりましたけれども、その後、増えているので

しょうか。 

○国民健康保険課長 今、横田委員おっしゃってい

ただいたとおり、前々回のとき、１０月ベースで

６４７人ということを申し上げたところです。月

末現在では５９７人というふうになっております。 

○横田ゆう委員 そうすると、働きかけをして減っ

ているということになるのでしょうか。是非、ま

たしっかりと寄り添った対応をしていただきたい

ということで、払う意思がある方は、本当に多く

の金額が払えなくても、こういうことを、特別療

養を発行しないという、そういった対応を取って

いただきたいというふうに今後ともお願いしたい

と思います。 

○かねだ正委員長 御要望ということで。 

  他にありますでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

  それでは質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見をお願いいたします。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○杉本ゆう委員 継続でお願いします。 

○さの智恵子委員 継続でお願いします。 

○横田ゆう委員 採択でお願いします。 

○野沢てつや委員 継続でお願いします。 

○かねだ正委員長 それでは、これより採決をいた

します。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○かねだ正委員長 挙手多数であります。よって、

継続審査と決定をいたしました。 

 

           ◇           

 

○かねだ正委員長 次に、所管事務の調査を議題と

いたします。 

  町会・自治会活動の活性化支援に関する調査に

ついてを単独議題といたします。 

  何か質疑はありますでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 よろしいでしょうか。 

 

           ◇           

 

○かねだ正委員長 それでは、次に、報告事項を議

題といたします。 

  （１）、以上１件を区民部長から、（３）から
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（１１）まで、以上９件を、地域のちから推進部

長から報告を願います。 

○区民部長 それでは、区民委員会報告資料区民部

編２ページをお開きいただきたいと思います。 

  特別区区民葬儀における新たな火葬料金助成制

度の開始についてを御報告いたします。 

  令和８年４月に２３区共通で開始する特別区区

民葬儀における新たな火葬料金助成制度について

概要が決定いたしましたので、以下、御報告する

ものでございます。 

  項番１、助成対象者ですが、区民葬儀を御利用

される方のうち、特別区が指定する民間火葬場に

おいて、最も低廉な火葬料金を支払った方を対象

とします。 

  具体的には、近隣で言いますと東京博善株式会

社が運営する火葬場が都内で６か所ございますが、

この近隣ですと町屋と四ツ木火葬場、これを利用

された方、そして逝去者が足立区内に住民登録を

有しているということを条件としたいと思います。 

  項番２、助成限度額でございますが、大人が２

万７，０００円、６歳未満の小人が１万５，００

０円でございます。これは今まで区民葬儀で火葬

をした場合に約６万円の負担でございましたが、

それが今回８万７，０００円になるということで、

その差額分を上限として助成するものでございま

す。 

  ３ページの項番３でございますが、助成適用日

が、令和８年４月１日以降に火葬を行った方に対

して助成を行うものでございます。 

  申請手続につきましては項番４でございますが、

窓口が足立区の場合は戸籍住民課の方に申請を出

していただくということになります。 

  項番５の助成申請見込数ですが、７３９件ほど

予定しているものでございます。 

  項番６の助成制度の創設の経緯は、記載のとお

りでございます。 

  ７番、今後の方針でございますが、あだち広報、

区ホームページ、おくやみ相談ハンドブック「御

遺族の方へ」等で周知してまいります。 

  なお、項番（３）の自治体における民間火葬場

に対する指導のことにつきましては、現在法律に

規定がないため、引き続き国に法制度の見直し等

を東京都と共に要望していくと考えてございます。 

  私からの説明は以上でございます。 

○地域のちから推進部長 地域のちから推進部の報

告資料をお開きください。 

  まず、２ページになります。 

  多文化共生意識調査の集計結果及び外国人との

共生に関する庁内ＰＴの検討状況についてでござ

います。 

  こちらの方、集計結果の速報が出ましたので報

告させていただきます。 

  １、今後の取組なのですが、（１）番でござい

ます。優先的に取り組むべき内容として、庁内Ｐ

Ｔで検討して、計画策定を待たずに順次取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

  （２）番になります。令和８年度に改定する多

文化共生計画の基礎資料として、今回の調査結果

を活用してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  項番の２、多文化共生意識調査の集計結果です。 

  まず、アで外国人向け調査ということで別表の

とおり整理しておりますので、御参考に見ていた

だければと思います。 

  ４ページになります。 

  こちら日本人向け調査ということで、１表でま

とめさせていただきました。御参考に見ていただ

ければと思います。 

  続いて、５ページでございます。 

  回答者の主な属性でございます。こちらも表で

グラフ等を用いて作成させていただきました。 

  続きまして、７ページになります。 

  回収状況について、（４）番、調査対象・調査

方法についてです。こちらの方、表でまとめまし
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たので、御参考に見ていただければと思います。 

  （５）単純集計結果です。今日別添の方で資料

を添付しましたので、そちらでまとめさせていた

だきました。 

  続きまして、８ページでございます。 

  ３、外国人との共生に関する庁内ＰＴの検討状

況でございます。こちらを受けまして、地域のち

からとしては（１）から（３）三つほど大きく取

り組んでいきたいというふうに考えております。 

  （１）番が外国にルーツを持つ子どもに対する

学習支援事業の定員増です。（２）番、日本語ボ

ランティア教室での出前講座の拡充、（３）番、

外国人関連団体へのアプローチということで、こ

ういった取組を進めてまいります。 

  続きまして、９ページに参ります。 

  男女参画プラザ講座実施委託の公募型プロポー

ザルによる事業者の特定結果についてでございま

す。 

  項番の１でございます。公募型プロポーザル実

施の背景、こちら（１）番、令和８年度事業の受

託辞退がございました。実施体制が確保できない

ため次年度は辞退すると、事業者より申出があり

ますので、プロポーザルを実施したところでござ

います。 

  ９ページの項番４、申込み事業者、今回募集し

まして３事業者、応募がありました。 

  続きまして、１０ページでございます。 

  項番６、特定した相手方、こちらの方が特定非

営利活動法人ジェンダー平等Ｌａｂｏｔａになり

ます。 

  ７番、特定した相手方の実績についてですが、

こちら令和３年度から５年度まで当講座の方を受

託しておりました。 

  項番９、業務期間です。こちら令和８年４月１

日から令和９年３月３１日までになります。最長

２回まで契約を更新することができます。 

  項番１０、特筆すべき提案概要、評価した理由、

ポイントの方は４点ほどまとめさせていただきま

した。 

  続いて１１ページにまいります。 

  １２、特定までの経緯でございます。こちら公

募機関選定委員会等、まとめましたので、御参考

に見ていただければと思います。 

  ページ進みまして、１５ページになります。 

  令和７年度ギャラクシティ（足立区こども未来

創造館・足立区西新井文化ホール・子育てサロン

西新井）の指定管理者運営評価についてでござい

ます。 

  １、評価結果、こちらの方、令和５年度、令和

６年度と比較する形で表でまとめさせていただき

ました。内訳については（３）の方で少し詳しく

記載させていただきました。 

  進みまして１６ページです。 

  １６ページの方、主な評価内容ということで、

委員の方からの御意見の方をまとめさせていただ

きました。こちら管理状況事業効果アンケートと

表の方でまとめさせていただきました。 

  項番の２、委員会での主な意見ということで、

こちら（１）、（２）と記載してあります。 

  続きまして、１７ページでございます。 

  ４番、評価結果の公表、こちらの方、本日、ホ

ームページの方でアップしたいというふうに考え

ております。 

  ページ進みまして、２３ページでございます。 

  シアター１０１０施設利用料の一部改定につい

てです。こちらシアター１０１０の方が平成１６

年の開設以降、指定管理による事業運営を行って

おります。昨今の人件費や物価の急激な高騰によ

りまして、現在の利用料金の設定では区の求める

水準ができないということで、利用料金の改定に

踏み切りたいというふうに考えております。 

  １、改定の理由でございます。運営上の課題が

ありまして、収入となる施設利用料とチケット収

入等を人件費や事業費、広告費に充てております。
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こちらの方が今後、施設運営する上で非常に厳し

い状況となっていることでございます。 

  （２）番、今年度の収支見込みでございます。

こちら令和５年、令和６年度と記載しております

ので、参考に見ていただければと思います。 

  （３）番、将来への状況分析でございます。来

年度以降も更に事業費を削減することは、興業の

質低下を招きかねず、来館者数の減少も危惧され

る状況でございます。今後、チケット収入が減少

して事業が先細りすることが想定される状況でご

ざいます。 

  ２４ページにまいります。 

  改定内容です。こちらの方は、事業主が主に利

用する劇場と稽古場の方を条例の範囲内で増額し

たいというふうに考えております。利用料につい

ては（２）の方で記載させていただきました。 

  では、ページ進みまして、２７ページでござい

ます。 

  足立区総合スポーツセンターの改修方針につい

てでございます。こちら１、改修方針（案）とい

うことで、建て替え大規模改修は今回は見送りま

して、改めて時期や改修方針は検討したいという

ふうに思っております。 

  （２）でございます。それまでの間、現在の施

設機能を維持しながら必要な修繕を行うことで進

めていきたいと思います。 

  ２番、施設機能の維持に必要な改修工事という

ことで、１表にまとめさせていただきました。工

期としては１年、工事費としては、現在のところ

４．３億円というふうに見ております。スケジュ

ール、今後の方針については記載のとおりでござ

います。 

  ページ進みまして、２８ページでございます。 

  学校開放事業の取組についてでございます。 

  １、学校開放団体の指導状況に関する調査結果

についてでございます。こちら剣道の活動中に女

子児童の頭部を木刀ででたたくという事案を受け

まして、こういったハラスメント行為が行われて

いるかどうかということで調査を行いました。項

番のイ、調査対象４１２団体に行いました。エの

回答数です。こちらの方、現在２５０件、回答率

６０．７％の回答がありました。主な回答結果に

ついては、２８から２９ページの方に記載させて

いただきました。 

  （３）番です。今後の方針でございます。今回

このアンケートを分析しまして、課題をしっかり

洗い出して、今後、具体的な防止策については検

討していきたいというふうに思っております。 

  続きまして、３０ページでございます。 

  こういったハラスメント事案を受けまして、２

番、スポーツ指導者向け講習会の方を実施する予

定でおります。こちらの方、２月２８日土曜日午

後７時から行う予定でおります。 

  （３）番、今後の検討事項なのですが、継続的

な追跡、調査の方も実施したいと考えております。

イ、講義内容の充実、今後は知名度の高い指導者

やアスリートに依頼して、講義を行うことも検討

していきたいというふうに考えております。 

  続きまして、項番３、足立区学校開放事業審議

会の進捗状況についてでございます。こちら３１

ページの（２）番ですね、開催日程及び検討内容

ということで、１月に第３回を実施したところで

ございます。 

  （３）番、下の表の方になります。審議事項に

ついて、こちら主な意見と併せて記載させていた

だきました。 

  続きまして、３２ページでございます。 

  今後の方針でございます。次回審議会では罰則

規定を議論しまして、最後、答申の方でまとめて

いただく形になっております。 

  続きまして、３７ページでございます。 

  小・中学校児童・生徒へのあだち電子図書館の

ＩＤ及びパスワードの配付についてでございます。

こちらの方、項番の２、事業の概要でございます。
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あだち電子図書館の利用に必要なＩＤ及びパスワ

ードを配付いたします。これによって、電子図書

館の利用に必要な足立区図書館貸出しカードの有

無にかかわらず利用できることになります。 

  （３）番になります。令和８年６月から中学３

年生の年度末まで利用できるＩＤとパスワードを

配付予定でございます。 

  （５）その他なのですが、令和９年度以降は小

学校５年生にのみ配付いたします。 

  ３、今後の方針なのですが、体験キャンペーン

のような期間を設けた一時的な事業ではなく、令

和９年以降も児童・生徒が卒業するまで継続的に

利用できる環境を維持していくということで考え

ております。 

  続きまして、別添の資料になります。 

  令和８年度北千住都市開発株式会社の事業計画

及び収支予算についてでございます。こちらの別

添の資料の方でございます。 

  では、開きまして１ページになります。 

  令和８年度公社事業概要、収支予算書になりま

す。 

  まず、概要説明と組織機構については例年同じ

なので、こちらの方は省略させていただきたいと

思います。 

  続きまして、３ページでございます。 

  予算見込みでございます。売上高が令和８年度

の見込みとしましては、１３億１，７００万余を

予定しております。 

  ２番の売上げ原価の方が、１２億７，７２６万

円を予定しているところでございます。 

  支出の部になります。 

  反感費、こちらの方が７，１４７万円を予定し

ているところでございます。 

  最後、損益のところなのですが、最後の税引き

前当期純利益というところで、マイナス３，２７

６万円ということで今期を予算を立てて進めてい

るところでございます。 

  こちらの方、以上でございます。 

  最後の項目になります。 

  令和８年度公益財団法人足立区スポーツ協会の

事業計画及び収支予算について、御説明申し上げ

たいと思います。 

  こちらの方、また別添の資料になります。 

  こちらの方、まず１ページになります。概要説

明、組織機構、経営方針等については省略させて

いただきたいと思います。 

  開きまして、２ページ目でございます。 

  まず会計、三つに分かれてまして一つ目、公益

目的事業会計です。主に区からの補助金による公

的事業でございます。こちらの方、令和８年度に

ついては、４，９４６万円を予定しております。

前年比１５０万円増加を想定しております。 

  続きまして、ページ進みまして、５ページでご

ざいます。 

  （２）番、加盟団体助成事業会計です。こちら

の方は、収益を上げたお金での事業になります。

こちらの方が令和８年度については、４００万余

の予算を立てております。前年比から１７０万円

増を見込んでいるところでございます。 

  続きまして、（３）法人会計です。主に法人の

運営で使う会計の方でございます。令和８年度に

ついては、４７４万７，０００円を予定しており

ます。主に理事会だとか評議会とか、会議を主な

内容とした会計でございます。こちら前年比マイ

ナス２５万９，０００円の減額を想定しておりま

す。 

  最後６ページの方につきましては、収支予算と

いうことで、区の統一フォーマットの方で全体を

表現したものになります。 

  長くなりましたが、私からの説明は以上でござ

います。 

○かねだ正委員長 それでは質疑に移ります。 

  何か質疑はありますでしょうか。 

○さの智恵子委員 何点か、地域のちからの方で質
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問させていただきたいと思います。 

  まず、多文化共生の意識調査ということで、今

回速報版を出してくださっておりますので、ちょ

っとそこから質問させていただきます。 

  今後、庁内ＰＴで検討していくということでご

ざいますが、やはり日本語学習に求める支援ニー

ズの傾向ということで、本当に回答も多くなって

いるということでございまして、今後の方針とい

うことでは８ページの方にも記載がございまして、

小学校から高校生世代を対象としている学習支援

の定員を拡充するということでございますが、プ

ラス２０名ということでは若干少ないような気も

するのですが、これは教室の定員であったり、そ

の辺からこの２０名というふうにされたのでしょ

うか、根拠についてお聞かせください。 

○地域調整課長 外国にルーツを持つ子どもに対す

る学習支援事業の定員の根拠になりますけれども、

大きくは教育委員会の方からまず日本語学習が必

要な児童の数というものをいただきまして、この

事業自体が経済的な理由のある方を対象にしてい

ますので、就学援助率などを基に算出をしており

ます。 

  それと、やはりスペースの問題もございますの

で、そういったものを加味した上での定員増にし

てあります。 

○さの智恵子委員 分かりました。条件等々もある

かと思いますので、今後、教育委員会等々も連携

しながら、本当に日本語の学習を望む方たちにも、

更に多くの方にも、是非そういう教室の場の提供

もというふうには思っております。 

  そしてもう一つ、日本語ボランティア教室の出

前講座ということで、こちらは、区内２２か所で

活動するということでございますが、こちらは何

人ぐらいの方がこの２２か所で活動されているか

というのはお分かりでしょうか。 

○地域調整課長 昨年度の状況にはなりますけれど

も、教室２２グループございまして、全体で８４

１回ほど活動していただいております。受講者は

４５７名というふうになっております。 

○さの智恵子委員 かなり活動も活発であるという

形で思いますので、ここからまたしっかり波及し

ていくことも大事かと思いますので、この方たち

に、ごみ出しルール等の説明ということでござい

ますので、更に活用しながら、いろいろなものも

今後、推進をお願いしたいというふうに思います。 

  そして、３ページの方に戻っていただいて、外

国人コミュニティーの実態とリーダーの存在とい

うことで、こちらの方たちに今後、いろいろな支

援等、またつながりを持っていくということでご

ざいますけれども、この方たちのリーダーの方た

ちとかは、今後どのように調査してつながってい

こうとお考えでしょうか。 

○地域調整課長 具体的な取組につきましては、こ

れからになりますけれども、例えばなのですけれ

ども、今も区内に日本語学校というものが四つほ

どございます。日本語学校もコミュニティーその

ものではないのかもしれませんが、それに近いも

のかなというふうに思っておりまして、そうした

ところで、まずは進めていきたいというふうに考

えております。 

  また、区内の区の事業に協力していただいてい

るボランティアさんたちもいますので、そうした

方々に御意見を聞きながら進めていきたいという

ふうに思っております。 

○さの智恵子委員 分かりました。かなり有効な手

だてかと思います。こういう方たちは必ずコミュ

ニティーがあって、ＬＩＮＥとか、いろいろなメ

ールとかでもつながっていることも聞いておりま

すので、今後、更に調査して推進をお願いしたい

というふうに思います。 

  続きまして、男女参画プラザの講座の、今回、

公募型プロポーザルで事業者が特定されたという

ことでございます。 

  私も現在推進委員を進めさせていただいており
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まして、昨年１年間で契約が途中で替わったとい

うことでもございまして、それが法令遵守のこと

が一番問題であったということも聞いております

が、今回、特定したグループが、令和３年から５

年にやっていたということで、私もこちらの講座

評価の方に参加をさせていただいて、大変前向き

で、いい事業者だなと思っていたところ替わった

ので、この足立区での実績もあるかと思うのです

が、こちら今回１３ページからは、いろいろな評

価のことも、３事業者、書いていただいておりま

して、１４ページにはこの法令遵守、安全管理と

いうことで、全体の１５％でございまして、みん

な得点が５７点ということでございましたが、今

回こちらをこの問題を受けて、この１５％という

比率はこれまでどおりだったのか、それとも今回

はここを厚く、少ししたのかということについて

お聞かせください。 

○多様性社会推進課長 今御質問のありました、こ

の法令遵守の部分ですが、前回よりも厚く点数配

分しております。全体で１００点になるように、

ほかの部分でまた調整をして、まずはこの法令遵

守の部分については手厚くしております。 

○さの智恵子委員 分かりました。それは大変いい

ことだとも思いますし、やはり３年間と決まった

のであれば、きちんとやっぱりやって遂行しても

らうことも大変大事かと思いますので、今後しっ

かり講座等も、本当にブラッシュアップしながら、

いい講座を区民の方にお届けいただきたいと思っ

ております。 

  続きまして、２７ページの足立区総合スポーツ

センターの改修方針について質問させていただき

ます。 

  こちら今回、様々な状況の中で、小規模改修に

とどまったということでございます。こちら大体

育館の床改修ということで張り替えとありますけ

れども、以前はプロバレーボールチームが、試合

をしたりとかということもございますが、こちら

は今後どのような床に改修されるか、お聞かせく

ださい。 

○地域文化課長 スポーツ振興課長を兼務しており

ますので、私の方から回答させていただきます。 

  今後も、今、桜の木の床材でございます。来年

度設計に入りますが、木のものにするか、若しく

は今小学校の体育館なんかは長尺シートなんかも

使っております。ただ、設計の段階では、利用者、

プロ選手を呼んだりもしますので、そういった視

点も含めて、もし長尺にしてプロが呼べないとか、

そういうことがないようにということは、しっか

りと考えながら検討していきたいと考えておりま

す。 

○さの智恵子委員 様々そこはしっかり検討をお願

いしたいと思います。 

  そして、施設内の便所改修、なかなか今便所と

いう表現が使わないと思うのですが、こちらでご

ざいますが、今こちらの総合スポーツセンターの

洋式化率が何％で、それをこちらの改修によって

それが変わるのかどうか、お聞かせください。 

○地域文化課長 すみません、洋式化率までは手元

に資料ないのですが、今現在各施設、全て洋式に

する傾向にございますので、同様の傾向で洋式化

についても、おおむね進めていけるのではないか

というふうに考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。やはりきれいな

トイレは、本当に使い方が利便性も向上しますの

で、その辺また利用者の声も聞きながら、残して

ほしいという声も一部にあるかどうかはちょっと

分からないのですけれども、こちらの臭いに対し

てもその対策も書かれておりますので、こちら使

いやすいトイレを望ませていただきます。 

  そして以前、サッカー協会から要望があった、

グラウンドのスプリンクラーが壊れているという

ところでございますが、その改修は今回、多分前

回の決算特別委員会で質問もさせていただいてお

りますが、そちらについての改修計画は、この中
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に入ってるかどうか、お聞かせください。 

○地域文化課長 前回の★★ときに調査中というこ

とで回答させていただいております。 

  今年１年間を通して、使われ方を必要性を今サ

ッカー協会と確認しております。３月中早々にサ

ッカー協会とその辺をしっかりと詰めて、改善は

やっぱり必要なのか、使わないのかというところ

も含めて、相談を行っていきたいと考えておりま

す。 

  機械の方も今、機械の方が水没してしまってい

るので、その水を抜いて、どのくらいの費用が掛

かるかについても早急に確認したいと考えており

ます。 

○さの智恵子委員 分かりました。せっかくの改修

でございますので、利用者の方の利便性向上をよ

ろしくお願いします。 

  最後に、３７ページ、小・中学校児童・生徒へ

のあだち電子図書館のＩＤ及びパスワードの配付

ということでございまして、ちょっと１点確認な

のですけれども、もともとこの電子図書館カード

というか利用することができる生徒にも、改めて

こちらのＩＤ及びパスワードを配付するというこ

とでよろしいのでしょうか。 

○中央図書館長 さの委員おっしゃるとおりであり

ます。 

○さの智恵子委員 その生徒は、自宅等でも両方を

使って、今後、貸出しが受けられるということで

ございますでしょうか。 

○中央図書館長 どちらも使っていただくことがで

きる形にはなっております。 

○さの智恵子委員 こちら大変いい取組だと思うの

ですけれども、私も以前使ってみて、なかなか予

約が取れないということでありまして、電子なの

で、そうなのかなと思っているのですけれども、

今回、今後の方針のところでも、人気書籍の貸出

し待ちを解消するために、複数人が同時に閲覧で

きる同時視聴可能な電子書籍を追加購入して紹介

に努めるとあるのですけれども、何人の方が最大

読めるように今変わってきているようなものを導

入しようとしているのでしょうか。 

○中央図書館長 さの委員、なかなか御予約が取れ

ないいうことで御不便をお掛けしてしまいまして

申し訳ございません。 

  こちら同時視聴が可能なものですが、全てのも

のということではなくて一部入れておりますけれ

ども、大体最大で５０人同時視聴できるですとか、

そういったものが今、導入されております。 

○さの智恵子委員 最後にしますが、せっかくこち

らパスワードとＩＤを配っても、閲覧できないと

かとなると、なかなか児童・生徒の方も、継続し

て利用が難しいかなと思いますので、その辺是非

こちらの追加購入は、多くもとも望みますし、ま

たいろいろなものでＰＲとか啓発も是非こういう

方がいいよとかというのが重ならないように、全

校一斉に見ますと、なかなかできませんので、そ

の辺は多くの児童・生徒に、よりよい本を届けら

れるような工夫も、今後、お願いしたいと思いま

す。こちらは要望です。 

  以上です。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

○杉本ゆう委員 まず、区民部の方の区民葬の火葬

助成制度の話です。 

  事前説明のときも同じような話しましたけれど

も、今回助成金を出しましょうということで、今

回のそもそもの発端が民間企業である、企業名出

てあれですけれども、民間企業の方で経営者が替

わって値段が上がったというのが発端だと。区民

葬儀からはもう脱退しますということで出しまし

ょうという話なのですけれども、もちろん民間企

業が経営してるところの値段設定の自由はもちろ

んあると言いつつも、非常に火葬場というのは公

共性の高い部分なので、幾ら助成を出したところ

で、分からないですよ、経営者の考え一つですか

ら、助成出るのだったらその分更に値上げしてや
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ろうということになりかねないので、もちろん経

済活動の自由あるわけだから、あんまり規制掛け

ていけないのですけれども、これは変な話、もう

区のレベルでどうにかならないし、都のレベルで

もどうにかならない部分があると思うので、そこ

は２３区の区長会なり、あるいはもう都も含めて、

しっかり国に含めてこういったところの部分、あ

んまり規制という表現よくないのかもしれないで

すけれども、ある程度歯止めを掛けるのはもう国

レベルでしかできないと、そういう要望を上に上

げる活動をしないといけないと思うのですけれど

も、そこら辺の今、具体的にどういう活動をして

るか教えてください。 

○戸籍住民課長 御指摘のとおり、民間とはいえ公

共性の高い施設でございますので、料金等につい

ては、やはり法律、墓地埋葬法の方で、民間事業

者に対する価格設定の関与ができないというとこ

ろが弊害になってございますので、昨年、令和７

年の１１月２５日に、特別区長会と都知事が連名

で要望を上げてございます。そういったことで、

是非民間とはいえ規制ができるように、法律改正

を望むという内容でございますが、現在も東京都

の方で、各区に実態調査等をやってると伺ってま

すので、その成り行きを注視してまいりたいと思

っております。 

○区民部長 ちょっと補足させていただきます。 

  東京都の方でも、国への要望とともに今回新た

に予算計上を東京都がいたしまして、区市町村と

連携しながら火葬場の適切な運営、火葬能力の確

保を図るため、検討する委員会を立ち上げるとい

う予算計上いたしました。 

  今後、そういったメンバーを決めた上で、東京

都と市区町村が連携した上で、この火葬場につい

て検討していくということで聞いてございます。 

○杉本ゆう委員 ありがとうございます。 

  次に、地域の方なのですけれども、まずは多文

化共生の方からです。 

  これもいろいろその数値を調べていただいて、

ありがたいなと思う一方で、何ていうのだろう、

この前ちょうど本会議で他会派の議員からアンコ

ンシャスバイアスの話が出てましたけれども、例

えば、これいろいろトラブルの話なのですけれど

も、例えば外国人とのトラブル、地域のトラブル

というと、ごみの出し方、騒音というところがあ

ると思うのですけれども、これは今、足立区外国

人の方７０万人のうちの４万６，０００人ぐらい

住んでいらっしゃるということで、パーセントで

いうとちょっと計算ができない、７％ぐらいです

よね。 

  例えば足立区全体で、ごみのトラブルであると

か騒音のトラブルあるうちの、そのまま人口割合

でいったらその全体の中の外国人のあれで、全体

のトラブルのうちの７％であれば日本人であれ外

国人であれ、同じ比率であると。ただ、ごみのト

ラブルのうちの半分が外国人絡みだというと、や

っぱり外国人問題だなとなるのですけれども、そ

こら辺、具体的な数値、何でこんな話をするかと

いうと、今、地域のちから推進部として一番課題

になってると思うのですが、やっぱり足立区にも

町会加入率とか下がってて、そもそも日本人自体

が、いわゆる社会的な統合というのがもうそもそ

もできてない状態の中で、御近所でも、これ明ら

かに外国人ではないおうちのところでごみのトラ

ブルとかいろいろあるわけですよ。だからそうい

ったところで、よくこの外国の多文化共生の点で

アンケートしてもらってることに関しては、ここ

について何も文句があるわけではなくて、そこの

よくトラブルの例でごみとか騒音というのは毎度

おなじみのパターンで出てくるので、これをずっ

と続けて何かそのイメージになっちゃうところが

あるので、そこは、地域のちからだけではなくて、

それこそごみの方の担当も含めて、ちょっと１回

よく横のつながりつくってもらって、その数字を

出していかないと、また何か多文化共生の政策つ
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くっていく上でミスリードしちゃうのではないか

なという気がするので、そこら辺どうでしょうか。 

○副区長 今杉本委員おっしゃるとおり、様々なイ

メージで、外国人が危ないとか外国人のルールを

守らないとかいう話が浸透してると思いはありま

す。 

  ごみ出しに関しても、決して外国人だけではな

くて、単身、アパートとか、そういうとこのごみ

の苦情もかなり多いので、やはり正しく理解する

ために、そういった一定の数的な根拠を提示する

必要があるのかなと思いますので、どういう出し

方があるか、ちょっと検討させていただきたいと

思います。 

○杉本ゆう委員 そうなのですよね。この問題は別

に外国人だから、日本人★★、これはもう基本的

な日本で住むのであれば、日本のルールを守るの

は何人であれ当たり前の話なわけではないですか。 

  だから、これは外国人問題というよりも、そも

そも、何人であろうがいい人はいい人だし、悪い

人は悪い人というふうになっちゃう問題なので、

そこのミスリードだけは絶対気を付けなきゃいけ

ないのではないかなという点と、一方で、やっぱ

り、何で日本はこういう問題起きるのかな。隣の

韓国なんかもそうなのですけれども、言葉が特殊

というのがあると思うのですよ。日本人がみんな

英語しゃべる国だったらこんな難しい話ではない

と思うのですよね。特に日本語は難しいので。 

  これ何年か前の台風１９号があった後、災害オ

ウムの委員会でも言ったことあるのですけれども、

やっぱり外国の方が働いてたりとか、例えばそれ

に何で気付いたって、昔、鬼怒川温泉に行ったと

きに、鬼怒川の川は結構氾濫するし、それこそ利

根川治水同盟でもよくありますけれども、下流の

方、台風１９号の前の台風のときに、茨城の方、

茨城かそこら辺で鬼怒川温泉あふれましたよね。

それでやっぱあそこら辺すごい大きい看板でやさ

しい日本語の指示が書いてあるという話をしたこ

とがあって、そういうところを見て考えたときに、

例えば北千住だろうがどこだろうが、今回のアン

ケート結果を見ても、避難所のことは分からない

とかそういった点の不安というのは出てると思う

ので、日本に住むのだから日本語ぺらぺらになれ

というのはなかなか酷な部分があると。そう言っ

てる自分もあまり日本語得意なのか怪しい部分が

あるのですけれども、漢字間違ったりとかすると

ころがあるので、なので、そこはそういう対策も

した上で、それこそちょっとしたところの誤解か

ら結局、いろいろなトラブルは大きくなっていく

と思うので、そういう点の、さすがにそっちが外

国側の人が努力してくれよという点もあるけれど

も、行政側がやっぱりある程度、協力してあげな

きゃいけないよという部分もあると思うので、そ

ういう点で今言った、あともう１個、英語でいろ

いろ皆さん一生懸命作ってくれるのですけれども、

足立区に住んでいる外国人の比率を見ると、日本

人もそうですけれども、多分、英語読めなさそう

な外国人の人が多いので、だからやさしい日本語

の方がいいのではないかなと思うのですけれども、

どうでしょうか。 

○地域調整課長 杉本委員おっしゃられるとおりか

なというふうに思っておりまして、今回の調査の

中でも４ページの方になりますが、やさしい日本

語を全く知らない日本人の割合というものが約半

数というふうになっております。この辺の外国人

と日本人とのギャップというのの解消というのが

やっぱり必要かなというふうに考えております。 

○杉本ゆう委員 分かりました。この点に関しては

今ちょっと自分の中で感じた課題というか、提案

だったので、是非今後、今やってること自体はす

ごいいい取組だと思うので、そこら辺も考慮して、

やっていただければいいかなと思います。 

  次に、やっぱり地域なのですけれども、男女参

画プラザ講座実施のプロポーザルの件、前もいろ

いろありましたけれども、トラブルがあった件、
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そこに関してどうこうというよりも、正に私もこ

の委員会２年ほど入ってましたけれども、ちょう

ど今のかねだ委員長も入ってたし、さの委員も以

前は一緒にやってたことありますけれども、どう

なのですかね、この委員構成が結構固定化してい

る気がします。 

  もちろん、取組としてはいい方向というか、今

の時代の流れには乗ってるのだろうなと思うので

すけれども。一方でも今の時代の流れ、こういう

流れ、男女共同参画当たり前でしょ。性的少数者

の話、本当はそこを議論すべきかどうか分からな

いけれども、そういう感じの雰囲気に感じます。 

  その組織もやっぱある程度、それこそ、ここで

アンコンシャスバイアスの話、毎回出ますけれど

も、それこそこういうふうな、これこそ今、男女

平等の時代なのだからこうしなきゃいけないのだ

というこの流れ自体も片や一方、そういう思い込

みなのではないかという点もあり、ただ同じこの

専門家でもいろいろなタイプの大学の先生いると

思うのですが、知ってる方のあれで、なんで言い

づらいのですけれども、いつもここで出てくる学

識経験者の、お名前ここで出しませんけれども、

委員長の埼玉大学の先生いらっしゃいますよね。

この委員長も、この会議もかなり長く委員長やっ

てる、今、何年目なのでしょうか。 

○多様性社会推進課長 今、手元に何年目という資

料がないのですけれども、私の記憶では７期目だ

ったような気がします。１期が２年ですので、相

当１０年以上やっていただいてるような状況でご

ざいます。 

○杉本ゆう委員 ということは、少なくとも、終わ

れば１４年ということですよね。 

  別にこの委員長が悪いと言ってるわけではない

です。よくこの委員長、僕も２年一緒にやらせて

もらったので、話としてはどちらかというと合う

タイプではあるのですけれども、ただやっぱり同

じ人がずっとやってるというの自体が、その会議

がもうその流れで、またあとほかにいる一般区民

の方とかは、どうしても専門家と一般区民だと、

やっぱり持ってる情報量とかも非対称な感じがす

るので、どうしても委員長であるとか、ごめんな

さい、課長のこと言いたわけではないのですけれ

ども、やっぱり行政と委員長が組んでしまえば、

もうこういう流れにしましょうというような会議、

そっちに持っていけちゃうと思うのですよね。だ

からそういった点で、この委員長というのもやっ

ぱり何年かに１回とか、その中身の副委員長とか、

専門家も含めて、何回かに１回シャッフルして今

までやってきた活動の見直し、見直しというか、

悪いからゼロベースで考え直すではなくて、お医

者さんでもセカンドオピニオンがあるではないで

すか。というふうに、やっぱり違う視点も含めて

いかないと、何かただ単にアリバイづくりのため

の会議になっちゃうのではないかな。 

  だから逆にそういうと、何で今日その話してい

るかというと、そういうところがあったからこう

いうトラブルもそもそも起きたのではないかなと

いうところが個人的にあるので、そこら辺どうお

考えですかね。 

○行政社会推進課長 杉本委員おっしゃるとおりだ

とは思いますが、任期が２年ございますので、次

期の改選のときには、その辺も踏まえて考えてい

きたいと思っております。 

○地域のちから推進部長 杉本委員おっしゃること

もそのとおりだなというところも思うところもあ

ります。やはり新しく委員長替えたりとか、学識

替えたり、若しくはメンバーを入れ替えることで

議論が活性化したり、また新しい取組の方に進む

ということ等もあると思います。 

  ただ、委員長については、安定した運営とかす

ごく広く、委員に寄り添ってもらっている部分で

非常にありがたい部分もありますので、今いただ

いた意見を基に、また来年の委員構成については

検討させていただければというふうに思います。 
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○杉本ゆう委員 いや、委員長の先生が悪いという

わけではなくて、何なら委員長の先生と僕は考え

方近い方なタイプなので、別にそこについての批

判ではなくて、自分の考えとかそういったところ

も全部フラットにした上で、例えば違う考え方の

人とかが見た同じその問題に関して、違う考え方

もあるだろうし、そうなっちゃうとその先生のカ

ラーでずっと全面的に突っ走っていくと、ほかの

人からこういう違う意見もあるのだよと言いたい

立場の人からしたら、何だもう、それこそ出来レ

ースの会議ではないかと言われちゃう可能性もあ

るではないですか。やっぱり行政がそういう疑念

を持たれる会議やっちゃいけないと思うので、そ

ういった意味でも、定期的に中身は新陳代謝して

いかないと、それこそ以前の議会質問でも毎回会

議出てくる、いろいろな団体の代表者が出てくる

けれども、ありとあらゆる会議に同じ人がいる問

題というのがあったと思うのですが、そういった

ところにもつながってくると思うのと、特にこの

委員長の先生はプロフェッショナルなので、あり

とあらゆる自治体の同じような会議の同じような

委員長をやっている。何か所、１０か所ぐらい掛

け持ちしてますよね。 

  あと足立区、この問題に限らず、学識者、毎度

おなじみのメンバーというのがぱっと思い浮かぶ

だけで、数人大学の先生いるではないですか、足

立区からしても知ってる先生が頼みやすいという

のはあると思うのだけれども、そこに関してはし

っかりそういう何ていうのだろう、客観的に見て、

いろいろな立場の人から見て、ちゃんと公平でや

ってるのだよというふうに思われるようにしない

とまずいなと思いますけれども、最後その点お願

いします。 

○副区長 以前もそういう形で御指摘を受けて、今

政策経営部の方でも、やはり審議会に関わる学識

が幾つ以上はもう制限すると、今そのルール設定

をしておりますので、今最終的に調整は行ってお

りますので、決まり次第また議会の方にも報告さ

せていただきたいと思います。 

○杉本ゆう委員 だから、とにかく私たちもやって

ること自体、せっかくいい会議だったとしても、

例えば毎回同じ教授がありとあらゆるところで、

この問題のときはどこどこ大学の教授、ここの問

題はどこどこ大学のどの教授、何となく固定化し

ているものがあるので、そういうふうに、例えば

一般の区民からも見られてしまうと、この教授た

ちは足立区の行政にお墨つきというか、太鼓判を

押すために使われてる先生なのだなというふうに

見えなくもないので、そうなってしまったらせっ

かくいろいろ取り組んでいるのに、何ていうのだ

ろう、価値を下げてしまう気がする。そういう点

やっぱり気を付けた方がいいなという意味で質問

させていただきました。 

  以上です。 

○かねだ正委員長 他に。 

○野沢てつや委員 地域のちからの方で質問させて

いただきます。 

  ２ページ、３ページですね、外国人の方に対す

るこのアンケートをされたということで、２ペー

ジの方ですね、集計結果として、日常会話ができ

る以上の日本語能力ある外国人は、約７５％だっ

たという結果が出てるのですけれども、これに対

する認識はどのような認識でございますでしょう

か。 

○地域調整課長 今回のアンケート調査につきまし

ては、国籍ですとか在留資格を見ますと、区全体

の傾向とほぼ一致するような形にはなっています

ので、一定程度、全体を反映するものだというふ

うには認識はしています。 

  ただ一方で、以前、御指摘もあったかと思いま

すけれども、やはり日本語ができる外国人の方で

すとか、一定の収入がある層の回答が多くなって

いるのではないかというふうには見ているところ

ではあります。 
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○野沢てつや委員 私もちょっと一般質問でお願い

しているとおり、児童・生徒に関する施策の方は

順調に進んでると思います。 

  ただ一方で、これ結構我々が思ってたより深刻

な数字の可能性があるのかなと思ってて、２５％

の外国人の方が、正直日常会話ができないという

ことで、その状態で今日本にいらっしゃるという

ことで、やはり外国人の方、児童・生徒だけでな

く、やっぱり大人の方に対しても、かなり手厚い

フォローをしないと治安悪化とか、町内トラブル

とかそういったものが深刻化する恐れがあるのか

なと思うのですけれども、その点に関する見解は

いかがでしょうか。 

○地域調整課長 野沢委員おっしゃられるとおりだ

というふうに思っておりまして、やはり一番の大

きなところは、言葉の問題かなというふうに思っ

ております。そこのずれが生じることで、漠然と

した不安というか、そういったものが今イメージ

として大きくなっているのだと思いますので、そ

の点は解消していく必要があるなというふうに考

えております。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  個人的には本当にこのアンケート自体すごいよ

かったなと思ってて、思ったより深刻なデータが

出てるなと思ってますので、やはり児童・生徒だ

けでなく、そういった大人の方に対するケアも、

よりちょっと重い判断基準を持って対応していた

だけたらと思います。 

  それと、３ページの下の方、中学卒業後の進路、

中学卒業後は日本の高校等に進学し、その後は日

本の大学や専門学校に進学をしてほしい４０．

３％ということなのですが、これはあれですかね、

データとしての位置づけというか、それ以外の方

というのはどういった方向に進んでほしいという

か、回答なのでしょうか。 

○地域調整課長 それ以外の回答ですと、日本の高

校に進学し、その後は進学せずに就職をしてほし

いというのが１．７％であったりですとか、あと

は自分の国の高校、大学に進学してほしいという

のが２．１％であったりとか、いずれも１桁台の

ものにはなりますが、そういった御意見になって

おります。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  私も豊島区教育委員会に１回勉強に行かせてい

ただいたのですけれども、正直なところ日本語分

からない状態で来た児童・生徒が、日本の高校以

上に上がるのは非常に難しいというお話があって、

それと同時に子どもに対する教育熱が低い方もす

ごく多いらしいのですね。日本の大学や専門学校

に進学してほしいという方が４０．３％いるとい

うのは本当にいいことだと思いますので、できれ

ば高校受験等に対する対応とかもしてあげた方が

いいのかなとは思うのですけれども、そこら辺の

今後の見通しに関してはいかがでしょうか。 

○地域調整課長 高校との連携というところも必要

なのかもしれませんが、まず、今この外国にルー

ツを持つ子どもの学習支援事業につきましては、

一応高校生も対象に行っております。中学生も小

学生、中学生、高校生、割合としては高校生は少

ないのですが、そういった形で、広く日本語自体

の学習もそうですし、各教科のところの支援とい

うものをしていっておりますので、そこを広げて

いきたいというふうには考えております。 

○地域のちから推進部長 今、外国人の言葉の問題

は江川課長の方が答弁してるところではあるので

すが、どちらかというと、今は小学生、中学生に

ついていけない本当に一番問題、課題の多い子た

ちへのケアというところが今一番最初で取り組ん

でいるところです。 

  一方で、高校側から聞くと、高校進学したにも

かかわらず、十分言葉が話せない、日本語に課題

があるというのも高校側から報告を聞いておりま

す。そういったことでは、まだまだ取り組むべき、

野沢委員がおっしゃるような課題もあるのは認識
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しているところでございます。そこについては庁

内連携して、少し議論してどのように取り組める

かというのは検討していきたいというふうに考え

ております。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  アンケート結果だけを見ると、やはり結構深刻

な状態かと思われますので、ちょっと強めの対応

をお願いいたします。これ要望です。 

  続きまして、学校開放事業ですね、アンケート

をしていただいたということで非常にいいことだ

と思うのですけれども、これ暴言、暴力、又は行

き過ぎた指導、見聞きしたことがあるというのが

５件あるのですけれども、その後のアフターフォ

ローというか、５件確認した上で、その後はどう

いった形を対応していらっしゃるのでしょうか。 

○地域文化課長 何種類かありまして、一つは少年

団体の、自分の子どもに関しては、その団体の方

に話をして、そういったことも、行き過ぎたこと

がないようにというなお話をさせていただいてお

ります。 

  その他のチームにつきましても、このアンケー

トを踏まえて、どう対応するかについては、後追

いでしっかりと確認してきたいと考えております。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  学校開放事業というのは、基本的には学校法、

敷地を、グランドとか、そういったものを貸出し

するという概念だと思うのですよね。あんまりそ

こまで本来であれば、積極的に区が対応すべきで

はないような気もするのですけれども。 

  一方で、こういった事実もあるということなの

ですけれども、今後に対して今回のアンケートだ

けでも５件、こういったことがあるということで

したので、その対応すべきスケジュールとかスキ

ームとか、そういったものというのはもうある程

度は構築されていらっしゃるのでしょうか。 

○地域文化課長 一番最後の今後の方針にも書かせ

ていただいてるのですが、まずは相談窓口を至急

つくりました。その後、いただいた意見をどう進

めていくのか。重大な案件なのか、軽微なものな

のかですね、その辺の、どう対応するかのスキー

ムであるとか、今ちょうど審議会の方でも罰則の

規定なんかも検討しておりますので、学校開放事

業の審議会でも意見をいただきながら、その後の

対応については、検討していきたいと考えており

ます。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。今お話

があった罰則と、一応やっぱり学校開放事業は学

校の敷地を貸してあげるという立場ですので、あ

る程度ガイドラインをつくっていただいて、そう

いった厳しい対応を取っていただくのも必要なの

かなと思います。 

  最後に３７ページ、小・中学校児童・生徒への

あだち電子図書館のＩＤパスワード配付なのです

けれども、対象を見ると令和８年度の区立小学校

５、６年生及び中学校全生徒等あるのですが、こ

れ５、６年生以上に区切った理由というのはどう

いった理由からでしょうか。 

○中央図書館長 こちらの取組ですが、令和５年度

にも実施を一度させていただいておりまして、そ

のときに決めた理由といたしましては、一定程度

タブレット操作に習熟していて、こういった電子

書籍にもスムーズに親しめるであろうと思われる

年齢ということで設定をさせていただきました。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。 

  個人的な感覚なのですけれども、最近もう小学

校、３、４年生で、もっと言えば１、２年生ぐら

いでも普通にタブレットを使えるのではないかと

いう気もしないでもないのですね。サイゼリヤよ

く行くのですけれども、乳幼児がＹｏｕＴｕｂｅ

やたら見てますので、自分で操作して、そういう

のを考えると、もっと幅広にパスワードを認めて

もいいような気もしますけれども、この点に関し

てはいかがでしょうか。 

○中央図書館長 野沢委員おっしゃることごもっと
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もかと思いますので、今回、こちらもう１回実施

しまして、あとは今後、学校の御意見なども聞き

ながら、ニーズ等を踏まえて検討していきたいと

いうふうに思います。 

○野沢てつや委員 ありがとうございます。是非広

げていただきますよう、これは要望です。 

  以上です。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

○野沢てつや委員 はい。 

○かねだ正委員長 他にございますでしょうか。 

○吉田こうじ委員 最初、ちょっとまた単純に質問

だけで恐縮なのですが、区民部の方の、先ほど杉

本委員からも質問があったのですけれども、区民

部の方の報告の分で、火葬料金の区民消費に関し

てですね、こちらの方で、今後の方針ということ

で、東京都と連携しながらというお話、先ほど区

民部長も含めて、ちょっと御報告いただいたので

すけれども、その内容については具体的にどんな

内容の要望、提案をされているのか、具体的なと

ころまで踏み込んだ話なのか、それとも、例えば

法律の見直しをお願いしたい程度のものなのか、

少しお聞きしたいのですけれども。 

○戸籍住民課長 令和７年１１月２５日に行った国

への要望は、タイトルが民間火葬場の経営管理に

関する要望ということでして、具体的といえば具

体的なのですが、火葬料金の値上げが相次いでい

るが、民間火葬場に対する火葬料金の指導の根拠

は、公営の場合と違って法の規定もないため、具

体的に墓地埋葬法ですが、整備、自治体も価格設

定に関与できるように法改正をお願いしたいとい

う、そういう整備を求めました。 

○吉田こうじ委員 分かりました。そこまで具体的

な文言が入った内容ということですね。よく分か

りました。ありがとうございます。 

  あと、次に地域のちからの方の、今いろいろな

委員からお話がありました、多文化共生のお話な

のですけれども、こちらの３ページの方で、外国

人の方の、やはり抱える不安の一番に、言葉とい

うのが出てて、それで、確かにそれに基づいて区

の方でも、日本語教室であるとかコミュニケーシ

ョンのスキルであるとか、その辺のことを進めて

いこうということで、今回報告いただいてるので

すけれども、外国人の方の抱える不安というのは、

この言葉となってるのですけれども、実は私それ

言葉ではなくて、この言葉というのは、単純にツ

ールとしての言葉ということだけではなくて、何

ていうのですかね、言葉は言葉ではないという言

い方おかしいのですけれども、その抱えてる問題

を伝えるすべがないというのですかね。 

  さっき江川課長の方もお話しされてましたけれ

ども、もうあらゆる部分で、少しのずれが日本語

をしゃべれる外国人と言われてる方たちも、ある

意味でいうと少しずれてるというか、理解が少し

違うふうに理解されてる部分というのもすごく多

くて。 

  というのも、私自身のお話で恐縮なのですけれ

ども、ある外国の方が、お子さんがすごい重い重

度の障害を抱えている方でいらっしゃって、その

方がどこにどういうふうに相談をしていいか、日

本語をしゃべれる方なのですけれども、どこにど

ういうふうに相談をしていいか全然分からない、

途方に触れてたときに、ちょっと小耳に挟んで伺

ったときに、号泣されて泣かれたのですね。すご

くその気持ちも私も分かって、お話聞いてみると、

病院、福祉事務所、役所、それからＪＫＫ、全部

に関わってて、全部に行かなきゃいけないふうに

なってたのです。これ日本人だと、福祉まるごと

という窓口あるのですけれども、これ外国人の方

も福祉まるごとに行けば済むのかなとも思うので

すけれども。結局、福祉事務所のワーカーさんな

んかも一生懸命同行していただいたりもするので

すけれども、全部回るということはできないので

すよね。だから、それぞれがそれぞれでやれる範

囲の同行のこととかというのをやっていただいて
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はいるのですけれども、結局私の方で全部同行し

て、全部連れてって、いろいろ私もサポートして

お話して、何とか全部解決して本当に喜んでいた

だいたという経験があるのですけれども、結局、

外国人の方たちが抱えている不安は意外と言葉で

はなくて、その言葉の後ろにある災害に対する不

安であったりとか、福祉に対する不安であったり

とか、お子さんに対する不安であったりとかとい

う部分をどう伝えていっていいか分からないとい

う意味での言葉だと思うのですね。 

  だから、その辺を是非理解した上で、庁内ＰＴ

というふうにプロジェクトチームになってるので

すけれども、この辺はその辺の区の方の理解をし

ていただいた上で組んでるＰＴなのかどうかとい

うのをまずちょっと伺いたいのですけれども。 

○副区長 今のＰＴに関しては、まずいろいろな各

部でどんな問題が発生しているか、まず直近に解

決しなきゃいけないところには特化しているとこ

ろですけれども、今後やはりそういったことで総

合の窓口が必要なのではないかとか、いろいろな

横断的な課題もまだ複数見えてまいりましたので、

そこは、ちょっとこれからの検討課題だというふ

うに認識しております。 

○吉田こうじ委員 是非共生、一緒に共に、やはり

幸せに暮らしていくということは、そういうとこ

ろなのだろうなと私も思いますので、かといって、

全部が全部、全員に同行して全てやってさしあげ

るということはなかなか厳しいことだと思うので、

ただ、日本語を学んでいただくにしても、時間も

掛かるし、スピードに個人的な差もあると思いま

すので、やはりそこは進めていくのはすごく難し

い話かなと思うのですけれども。 

  特に日本人の方は、外国人の方に対する不安や

不満というのがありつつも、そこを言葉が通じな

いのが不満だというふうに答えていらっしゃる方

あんまりいらっしゃらないような感じなので、や

はりその辺の日本人の方たちの、要するに感覚と

外国人の方たちが持ってる感覚は少し違うのかな

と思いますので、その辺は是非丁寧に進めていた

だければなあというふうにも思います。要望で結

構です。 

  それから、次の男女参画プラザ、先ほどさの委

員からもありましたけれども、前回の、区民委員

会の報告見直ししたときに、法令遵守という項目

はなかったのですけれども、今回新たに設けられ

たということでよろしいのでしょうか。 

○多様性社会推進課長 そこ分かりやすく、今回新

たに設けた部分でございます。 

○吉田こうじ委員 よく分かりました。 

  前回のプロポーザルのときも、間違いないだろ

うということで業務遂行能力なんかも８８点、非

常に高い点数を取られた事業者さんだったのだけ

れども、実は、ちょっと残念な結果になってしま

ったということもあるので、なかなかその辺を見

極めるというのは最初から大変かと思いますけれ

ども、新たにそういう項目が設けられたというの

はいいことなのですが。これに基づいて、ほかの

施設のプロポーザルやなんかにも何か影響を及ぼ

すことがあるのでしょうか。その項目についてで

すね。 

○地域のちから推進部長 こちら問題あって、私の

自分の部内の方では施設抱えてますので、ちょっ

とその話はしております。今年度は公募終わっち

ゃってるのですが、来年度、ちょっとこの辺は検

証した上で新年度は迎えたいというふうには考え

てるとこでございます。 

○吉田こうじ委員 分かりました。 

  次に、２７ページ、総合スポーツセンター、ち

ょっと自分の住んでいる地域なので、利用者の

方々の声を聞いて、また事業者さんの声を聞いて、

やっぱり修繕していく、直していく、改装してい

くという部分は見えてると思うのですけれども、

やはり、その施設と共に暮らしてらっしゃる地域

の方も是非そういう方々の声も聞いていただきた
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いなと思うのですけれども、この辺についてはい

かがでしょうか。 

○地域文化課長 当然、地域の中の施設でもござい

ますし、そこを利用であったりとか、一方でクレ

ーム苦情なんかもあるかと思いますので、そうい

った視点も含めながら検討していきたいと考えて

おります。 

○吉田こうじ委員 是非、その視点を失わないで、

どこの施設もそうだと思うのですけれども、是非

その視点大事にしていただきたいなと思います。 

  具体的に言うと、説明のときにもちょっとお話

ししたのですけれども、総スポの周りの歩道が相

当ガタが、がたぼこ、がたぼこで、非常に景気の

いいときに多分造った施設だと思いますので、そ

の歩道がほかの歩道とはちょっと違う形式で造ら

れた歩道で、地域の方々、団地も多くて、高齢者

の方々も多いのですけれども、非常に足、歩行中

つまずいたりとか危険なところも多くて、これま

でもいろいろ要望は個別で上げてたのですけれど

も、大規模改修のときにとか、改修のときにとい

う答弁でいつも言われてたものですから、今回大

規模改修がちょっと延びちゃったというのを聞い

て、残念だなと思ったものですから、是非その地

域の方のお声も聞けるような、その視点を失わず

にやっていっていただきたいなと思いますので、

よろしくお願いします。 

  今のが最後です。すみません、ありがとうござ

いました。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

  他に。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 それでは、質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○かねだ正委員長 次に、その他に移ります。 

  その他何かありますでしょうか。 

○杉本ゆう委員 １点だけ、これもやっぱり事前説

明のときもお話ししたのですが、図書館の調べる

学習の話です。事前説明のときもお話しさせてい

ただいたのですが、この調べる学習、小学生、中

学生関わる部分だと思うので、そこの点に関して

は学校の方との協力、教育委員会側にもちゃんと

言って、このつながりやらなきゃいけないという

ことと、具体例あのとき言いましたけれども、例

えば西新井第一小学校の校長先生、社会科専門で

正に調べる学習、研究授業やったら区外からもた

くさん見学に来るような学校ですので、そういっ

たところの意見をしっかり聞いて、やられた方が

いいのではないかと思います。やっぱり教育現場

とか、大学レベルでももう今みんなＡＩで文章を

書いちゃって、全然調べる力という点では、これ

日本に限らず海外もまずいと、ここかなり力を入

れなきゃいけない部分だと思うので、所管だけで

はなくて、ほかの所管、学校の方も含めて協力し

てやっていただきたいと思いますが、どうでしょ

うか。 

○中央図書館長 調べ学習の推進については、教育

委員会との連携は必須であると思っております。 

  関わる方々も教員の方、教育委員会の職員、あ

と学校図書館スーパーバイザーですとか、様々い

ますので、しっかり連携取りながら進めさせてい

ただければというふうに思います。 

○かねだ正委員長 よろしいですか。 

○区民部長 申し訳ございません。区民委員会情報

連絡資料に訂正がございます。 

  区民部編の１２ページをお開きいただきたいと

思います。 

  新旧対照表でございますが、こちらの改正前の

第５条第３項（３）でございますが、こちら、本

来ならば、現在の施行規則にはない条項が誤植で

入ってしまいました。 

  申し訳ございません、こちら削除の方をしてい

ただきたいと思います。今後このようなことがな
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いように、十分ミスの防止の徹底を図りたいと思

います。大変申し訳ございませんでした。 

○かねだ正委員長 よろしいでしょうか。 

  大丈夫ですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○かねだ正委員長 それでは、以上で区民委員会を

終了します。 

午前１１時３８分閉会 


